
    監掲示第３８０号 

 

   

保税蔵置場の許可の失効について 

 

 

 標記のことについて、関税法第４７条第２項の規定により、下記のとおり 

公告します。 

 

記 

 

１．被許可者の住所及び名称 

   栃木県宇都宮市一条三丁目１番１０号 

   株式会社ニチボ（法人番号：８０６０００１００３５７５） 

 

２．保税蔵置場の名称及び所在地 （管轄官署） 

   株式会社ニチボ 上三川流通センター 保税蔵置場 

   栃木県河内郡上三川町多功南原２５７１番１号 

                        （宇都宮出張所管轄） 

 

３．許可の失効原因  

   破産手続開始の決定を受けたため 

 

４．許可失効年月日 

   令和７年１２月３日 

 

 

     令和７年１２月１０日 

 

 

                横浜税関長 内野 洋次郎 
 



保税地域の名称及び所在地 許可の失効の原因 許可失効年月日

南日本運輸倉庫株式会社
藤沢営業所保税蔵置場

神奈川県藤沢市稲荷字二ツ谷４５０番地、４５１番地、４５２番地、４５３番地１、
４５３番地２、４５４番地、４５５番地２、４６１番地３、４６３番地、４６４番地、４６５
番地、４６６番地、４７５番地１、４７６番地１、４７７番地１、４７８番地１、４７９番
地１、４８９番地５

Ｉｎｔｅｒ　ＢＥＥ　２０２５

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目１番

監　掲　示　　第381号
令和7年12月12日

R7.11.30

保税地域の許可の失効について

標記のことについて、関税法第４７条第２項及び第６２条の７の規定により下記のとおり公告します。

記

被許可者の氏名名称及び住所

南日本運輸倉庫株式会社
（法人番号：6011201005310）

廃業のため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜税関長 　　内野　洋次郎

東京都中野区中野四丁目４番１１号

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
（法人番号：3010005015576）

期間満了のため R7.11.21
東京都千代田区大手町一丁目１番３号


